
独立行政法人森林総合研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１８年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　　中期目標に定められた業務について、中期計画に沿った年度計画が順調に達成され、

　独立行政法人評価委員会による平成１７年度の総合評価がＡ評価であったこと等を踏ま

　え、役員報酬の増減は行わなかった。

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長 　　　　　　　俸給月額を６．６％引き下げ（１７年度から引き続き在職する役員につい

　　　　　　ては、１７年度給与水準の現給補償を実施）、調整手当を廃止し、地域手

　　　　　　当（俸給月額の４％）を新設した。

理事 　　　　　　　俸給月額を６．６％引き下げ（１７年度から引き続き在職する役員につい

　　　　　　ては、１７年度給与水準の現給補償を実施）、調整手当を廃止し、地域手

　　　　　　当（俸給月額の４％）を新設した。

理事（非常勤）

　　　　　　　該当者なし

監事

　　　　　　　該当者なし
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監事（非常勤）

　　　　　　　改定は行わなかった。

２　役員の報酬等の支給状況

平成１８年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,765 11,856 4,958
474
477

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

42,598 29,568 11,050
1,183

797
（地域手当）
（通勤手当）

４月１日１人

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

2,637 2,637
（　　　　）

注：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に
　　支給されているものである。

役名
就任・退任の状況

その他（内容）

理事長

理事
（ ３ 人）

監事
（　０　人）

監事
（非常勤）

（　２　人）
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３　役員の退職手当の支給状況（平成１８年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：業績勘案率は、農林水産省独立行政法人評価委員会が０．０から２．０の範囲内で業績に
　　応じて決定する。

法人での在職期間 摘　　要

理事長

理事A

理事B

理事C

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　　  中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正な配置及び合理化
　  を行い、中期計画の人件費の見積りの範囲内で人件費の管理を行っている。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　　独立行政法人通則法第６３条第３項に基づき、一般職の職員の給与に関する法
　律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、業務の実績及
　び中期計画の人件費の見積りその他の事情を考慮し決定を行っている。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率の決定を行っている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成１８年度における給与制度の主な改正点
　　（１）　すべての俸給表の俸給月額について引き下げ。（平均改定率△４．８％）
　　　　 （１７年度から引き続き在職する職員については、１７年度給与水準の現給
　　　  補償を実施）
　　（２）　調整手当を廃止し、地域手当（つくば市４％、札幌市３％、京都市１０％、
　　　　八王子市１１％）を新設。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

 　職員の勤務成績に応じ、１４５／１００ （特定幹部職員にあっては、１８５／１００）を

 超えない範囲内において成績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること等に

 より勤勉手当を支給する。

俸　　　給

昇給：毎年１月１日を昇給日とし、昇給日前１年間の勤務成績に応じて５段階

　　　  （Ａ：８号俸～Ｅ：昇給なし）の昇給区分に決定される。
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２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

606 43.1 7,907 5,794 86 2,113
人 歳 千円 千円 千円 千円

162 40.9 6,037 4,391 92 1,646
人 歳 千円 千円 千円 千円

421 43.8 8,763 6,436 83 2,327
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

23 46.1 5,413 3,948 88 1,465
注：「技術専門職種」とは、実験林・苗畑維持管理、試験片作成及びこれらに準ずる専門的業務に従事

　　する職種を示す。

区分 人員 平均年齢
平成１８年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

技術専門職種
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

在外職員

任期付職員

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

技術専門職種

再任用職員

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

技術専門職種

非常勤職員

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教員）

技術専門職種
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② 年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

0

50

100

150

200

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人

千円
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注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）
四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

8 57.9 8,987 9,341 9,669

49 43.5 5,846 6,599 7,340

25 27.6 2,743 3,399 4,144

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　代表的職位　　・本部課長

　　　　　　　　　　 ・本部係長

                　 　 ・本部係員
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（研究職員）
四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

115 49.9 9,557 10,607 11,785

167 41.4 7,245 7,992 8,365

75 34.1 5,304 5,792 6,415

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　代表的職位　　・本部課長

　　　　　　　　　　 ・主任研究員

                       ・研究員

0

50

100

150

200

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（研究職員）
人

千円

6



③

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

課長補
佐・同相

当職
人 人 人 人 人 人

162 20 17 59 38 13
（割合） （12.3%） （10.5%） （36.4%） （23.5%） （8.0%）

歳 歳 歳 歳 歳

28
～
21

34
～
27

56
～
31

56
～
41

55
～
48

千円 千円 千円 千円 千円

2,629
～

1,806

3,269
～

2,473

5,051
～

2,965

5,927
～

4,504

6,955
～

5,074
千円 千円 千円 千円 千円

3,552
～

2,469

4,469
～

3,376

7,025
～

4,100

8,179
～

6,370

9,211
～

7,103

６級 ７級 ８級 ９級 １０級

人 人 人 人 人

14 1 0 0 0
（8.6%） （0.6%） （0%） （0%） （    0%）

歳 歳 歳 歳 歳

59
～
52

～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

 職級別在職状況等（平成１９年３月３１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

（事務・技術職員）

標準的
な職位

係　　　員 係長・同相当職

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

課　　　長 部　　　長

7

7,367
～

6,059
～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

9,928
～

8,420
～ ～ ～ ～

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
　　部長・
同相当職

人 人 人 人 人 人 人

421 0 50 161 99 110 1
（割合） （    0%） （11.9%） （38.2%） （23.5%） （26.1%） （0.2%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

～
37
～
30

44
～
34

51
～
42

59
～
48

～

千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
4,272

～
3,226

6,380
～

4,468

8,216
～

5,534

10,021
～

6,571
～

千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
5,910

～
4,408

8,606
～

6,062

10,787
～

7,488

13,787
～

8,992
～

注：７級における該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
　　ことから「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

（研究職員）

標準的
な職位

研究補助員 研究員
室長・同相当職
・主任研究員

部長

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注：６級における該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
　　ことから「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。
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④

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

   
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）    

％ ％ ％

         最高～最低 　　～　　 　　～　　  ～
％ ％ ％

65.6 68.9 67.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.4 31.1 32.7

％ ％ ％

         最高～最低 40.7～31.2　 37.5～27.7 　35.8～30.1

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

57.1 60.5 58.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.9 39.5 41.1

％ ％ ％

         最高～最低 49.7～32.8　 45.2～37.9  44.4～37.5
％ ％ ％

65.9 68.8 67.4
％ ％ ％

賞与（平成１８年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

（事務・技術職員）
区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

注：事務・技術職員における管理職員は１名のため、当該個人に関する情報が特定される
　　おそれのあることから記載していない。

（研究職員）
区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般

一律支給分（期末相当）

8

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.1 31.2 32.6

％ ％ ％

         最高～最低 40.7～31.4　 37.5～28.6 　35.8～29.9

⑤

対国家公務員（行政職（一）） 94.7
対他法人 88.2

対国家公務員（研究職） 100.8
対他法人 98.4

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、すべての独立
行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００として、法人が現に支給して
いる給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。

給与水準の比較指標について参考となる事項

特になし。

般
職員

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究
職員)

（事務・技術職員）

（研究職員）
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成１８年

度）

前年度
（平成１７年

度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注１：平成１８年度が中期目標開始年度のため前年度との差額及び増減率は記載していない。
注２：　当年度（平成18年度）及び前年度（平成17年度）の「福利厚生費」の額は、当該額に間違
　　いが判明したため、それぞれ669,316千円から678,939千円に、582,998千円から597,135千
　　円に修正した。なお、平成19年度以前に公表を行った本表については平成21年6月に一括
　　して修正を行っている。

総人件費について参考となる事項

（１） 給与、報酬等支給総額については、対前年度比△１．２％であり、要因としては役職員給
　　与の引き下げによるもののほか、人事交流等による常勤職員数の減少によるものである。
　　　また、最広義人件費については、対前年度比△１．８％であり、上記の理由による給与・報
　　酬等支給総額の減少（△１．２％）及び退職手当支給額の減少（△３１．４％）が減額要因で

あるのに対し 非常勤役職員等給与の増加（４ ０％） 非特定独立行政法人への移行によ

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平成１
８年度）からの増△減

( 　　－ )

給与、報酬等支給総額
5,238,320 5,303,337 △65,017 ( △ 1.2 ) － ( 　　－ )

退職手当支給額

288,508 11,562 (    4.0 ) －

320,613 467,176 △146,563 ( △31.4 ) －

( 　　－ )

福利厚生費
678,939 597,135 81,804 (  13.7 ) － ( 　　－ )

非常勤役職員等給与
300,070

( 　　－ )
最広義人件費

6,537,942 6,656,156 △ 118,214 ( △ 1.8 ) －
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　　あるのに対し、非常勤役職員等給与の増加（４．０％）、非特定独立行政法人への移行によ
　　る雇用保険事業主負担の発生及び労働災害保険への加入にかかる福利厚生費の増加
　　（１３．７％）が増額要因となったことによるものである。
　　注：　当年度（平成18年度）及び前年度（平成17年度）の「福利厚生費」の額に間違いが判
　　　　明したため、平成21年6月に、「△１．７％」を「△１．８％」に、「（１４．８％）」を「（１３．７％
　　　　）」に修正した。
（２） 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律
　　第４７号）及び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の
    取組状況
　　①中期目標において示された人件費削減の取組に関する事項
　　 　　　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、平成１８年度からの
　　　 ５年間において、国家公務員に準じた５％以上の人件費削減（退職金及び福利厚生費
　　　 （法定福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除
　　　 く。）の取組を行う。
          国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進める。
　　②中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直し
 　　　の方針
　　 　　　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、平成１８年度からの
　　　 ５年間において、常勤職員の人員について５％以上の削減を行う。
          国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを進める。
　　③人件費削減の取組の進ちょく状況
　　　・基準日（平成１８年３月３１日）の人員数（実員）　６６７人
　　　・当年度末日（平成１９年３月３１日）の人員数（実員）　６５４人
　　　・当年度末日までの人員純減率　△１．９％

Ⅳ 法人が必要と認める事項
特になし。
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